
介護保険指定施設           

介護保険指定事業所                       令和6年6月 1日現在                                    

水泉荘デイサービスセンター 

当施設（事業所）は介護保険の指定を受けています。 

（仙台市指定 ０４７５５００229） 

１．経営法人（事業者） 

（１） 法人名          社会福祉法人 幸生会 

（２） 法人所在地      宮城県仙台市青葉区栗生１丁目２５番地１ 

（３） 電話番号        ０２２－３９１－６６５８ 

（４） 代表者氏名      理事長 金森 従雄 

（５） 設立年月        平成８年２月１日 

２．施設（事業所）の概要 

（1） 施設（事業所）の種類     通所介護事業所                     ・平成１２年４月１日指定 

                     通所介護型サービス事業所          ・平成 30年４月１日指定 

（２） 施設（事業所）の名称     水泉荘デイサービスセンター 

（３） 施設（事業所）の所在地   宮城県仙台市泉区実沢字橘川屋敷１番地 

（４） 電話番号             ０２２－３７６－8０５０ 

（５） 管理者氏名           施設長  目黒  勉    

（６） 開設年月             平成 12年４月１日 

（7） 通常の事業の実施地域  仙台市泉区 

                    小角、上谷刈、加茂、北高森、北中山、実沢、住吉台西、住吉台東、 

                    高森、長命ケ丘東、長命ケ丘、寺岡、西田中、西中山、根白石、朴沢 

                    福岡、野村、古内、みずほ台、南中山、紫山、館 

                    仙台市青葉区 

                    川平３～５丁目、桜ヶ丘７丁目、中山８、９丁目 

                    中山台１～４丁目、中山吉成１～３丁目、吉成台２丁目 

（8） 営業日及び営業時間 

営 業 日 月～土曜日 （定休日 日曜、１月１日） 

受付時間 8：00 ～ 19：00 

サービス提供時間 ９時００分～１６時３０分まで（送迎時間を除く） 

（9） 利用定員             月曜日～土曜日  ３５人   （通所介護型及び通所介護を合わせた人数） 

３．職員の配置状況 

職   種 

常勤専従 常勤兼務 非常勤専従 非常勤兼務 

配置 

職員数 

配置

職員

数 

常勤 

換算 

配置職

員数 

常勤 

換算 

配置 

職員数 

常勤 

換算 

１．事業所長（管理者）  １名 ０．３名     

２．介護職員 ４名 １名 ０．５名 １名 ０．８名   

３．生活相談員 １名 ２名 ０．７名     

４．看護職員      ４名 １．０名 

５．機能訓練指導員 １名       

主な職種の勤務体制 

職  種 サービス提供体制 
指定基準（サービス提供時間帯） 

月～金曜日 土曜日 

１．生活相談員 配置時間 ８：００～１７：００ １名 １名 

２．介護職員 
配置時間 ８：００～１７：００ 

上記時間内を交代制で勤務しています。 
４名以上 ４名以上 

３．看護職員 配置時間 ９:００～１６:３０ １名 １名  

４．機能訓練指導員 配置時間 ８:００～１７:００ １名 ※注１ ０名 ※注１ 



 

４．当施設（事業所）の利用料金 
【要支援認定の方】（通所介護型） 

1.基本料金（１月につき）  

要介護度 利用料金 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

要支援１ １８，４６５円 １，８４７円 ３，６９４円 ５，１５２円 

要支援２ ３７，１８７円 ３，７１９円 ７，４３８円 １１，１５７円 

2.加算料金（１月につき）  

加算内容 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

生活機能グループ活動加算 １０３円 ２０６円 ３０９円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援１の方 

                        要支援２の方 

９１円 

１８１円 

１８１円 

３６２円 

２７２円 

５４３円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に 9.2％を乗じた単位数 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数に 9.0％を乗じた単位数 

〇生活機能向上グループ活動加算は、グループ単位で日常生活上の支援のための活動を行った場合に加算さ

れます。 

○介護職員等処遇改善加算は、事業者が介護職員の賃金に対する改善を実施している場合に 

 算定要件に基づいて加算されます。 

※厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所への加算となります。 

●指定通所介護型事業と同一建物に居住する方に対して、要支援 1の方で１割負担３８７円、２割負担７７３円、３

割負担１,１５９円、要支援２の方で１割負担７７３円、２割負担１，５４５円、３割負担２，３１７円の減額となります。 

 

【要介護認定の方】（通所介護） 

１．基本料金（１日につき） 

○通常型規模通所介護 

[４時間以上５時間未満の利用] 

[５時間以上６時間未満の利用] 

[６時間以上７時間未満の利用] 

要介護度 利用料金 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

要介護１ ５，９９７円 ５９９円 １，１９９円 １，７９９円 

要介護２ ７，０７６円 ７０７円 １，４１５円 ２，１２２円 

要介護３ ８，１７４円 ８１７円 １，６３４円 ２，４５２円 

要介護４ ９，２５３円 ９２５円 １，８５０円 ２，７７５円 

要介護５ １０，３５２円 １，０３５円 ２，０７０円 ３，１０５円 

 

 

 

 

 

要介護度 利用料金 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

要介護１ ３,９８４円 ３９８円 ７９６円 １,１９５円 

要介護２ ４,５５９円 ４５５円 ９１１円 １，３６７円 

要介護３ ５，１５５円 ５１５円 １，０３１円 １，５４６円 

要介護４ ５，７５１円 ５７５円 １，１５０円 １，７２５円 

要介護５ ６，３３６円 ６３３円 １，２６７円 １，９００円 

要介護度 利用料金 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

要介護１ ５，８５３円 ５８５円 １，１７０円 １，７５６円 

要介護２ ６，９１１円 ６９１円 １，３８２円 ２，０７３円 

要介護３ ７，９７９円 ７９７円 １，５９５円 ２，３９３円 

要介護４ ９，０３７円 ９０３円 １，８０７円 ２，７１１円 

要介護５ １０，１０５円 １，０１０円 ２，０２１円 ３，０３１円 



 [７時間以上８時間未満の利用] 

要介護度 利用料金 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額(３割) 

要介護１ ６，７５７円 ６７５円 １，３５１円 ２，０２７円 

要介護２ ７，９７９円 ７９７円 １，５９５円 ２，３９３円 

要介護３ ９，２４３円 ９２４円 １，８４８円 ２，７７２円 

要介護４ １０，５０６円 １，０５０円 ２，１０１円 ３，１５１円 

要介護５ １１，７８９円 １，１７８円 ２，３５７円 ３，５３６円 

２．加算料金 

○個別機能訓練加算は、機能訓練指導員の勤務状況及びその他の算定用要件によりいずれかを加算します。 

○介護職員処遇改善加算は、事業者が介護職員の賃金に対する改善を実施している場合に算定要件に基づい

て加算されます。 

※厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所への加算となります。 

●要介護認定の方を対象に指定通所介護事業所と同一建物に居住する利用者及び同一建物から通う利用者に

対して、1日につき１割負担９７円、２割負担１９３円、３割負担２９０円の減額になります。 

●要介護認定の方を対象に居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき１割負担４

９円、２割負担の９７円、３割負担１４５円の減額になります。 

 

3．介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金 

【介護・要支援共通】 

①食事の提供 昼食代（おやつ代込み） 
      ５００円／回 

（おやつ代のみ）    ５０円／回 

②時間延長養護 

サービス利用時の食事代 

朝 食 代 

夕 食 代 

           ４３０円／回 

           ５００円／回 

③複写物の交付 コピー代     １０円／枚 

④日常生活上必要となる諸

費用実費 

 

 

おむつ代 

Ｍサイズ       １００円／枚 

Ｌサイズ       １００円／枚 

ＬＬサイズ      １００円／枚 

尿取りパット             ３０円／枚 

紙パンツ 
Ｍ～Ｌサイズ     １００円／枚 

Ｌ～ＬＬサイズ    １００円／枚 

⑤時間延長養護サービス 
8：00～ 9：00まで 

18：00～19：00まで 

５００円／３０分  

（３０分未満切り上げ） 

 

加算内容 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額(３割) 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ /日 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ /日 

個別機能訓練加算（Ⅱ） /月（Ⅰに上乗せ） 

５８円 

７９円 

２１円 

１１５円 

１５７円 

４１円 

１７３円 

２３５円 

６２円 

入浴介助加算（Ⅰ） /日 

入浴介助加算（Ⅱ） /日 

４１円 

５２円 

８２円 

１０３円 

１２３円 

１５４円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） /日 ２３円 ４６円 ６８円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に 9.2％を乗じた単位数 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数に 9.0％を乗じた単位数 


